
新座市立第二中学校部活動規定（R6 年度） 

 

部活動規定は第二中学校の生徒として誇りを持ち、集団の一員としての自覚と責任ある行動を通し

て、各部及び第二中学校をより良いものに築いていくためのものである。 

 

１ 部活動の目的 

部活動は学年や学級の所属を離れ、共通の興味や関心を持つ生徒が集まり、同じ目標に向かって努

力する活動です。この部活動を通して生徒に次のような力を培うことを目的としている。 

(１)学級や学年を離れた集団の中で、互いに認め合い、励まし合い高め合いながら、自己の存在や責 

任を見つめ、豊かな人間性や社会性を育成する。 

(２)仲間とともに自主的・自発的に行う活動を通して、競技力の向上のみならず、喜びや生きがいを

感じ、最後までやり遂げる力を高める。 

(３)集団の一員としての自覚を持ち、責任ある行動をとれるようにする。 

 
２ 入退部について 
(１)全学年部活動の入部は希望制 

(２)１年生においては、見学や体験活動ができる仮入部の期間を設ける。 

(３)入部については、入部届を担任に提出し、顧問の許可が出たら正式に入部となる。 

(４)２年生・３年生も、活動を希望する生徒は部活動継続届を提出することになる。 

(５)退部・転部については、生徒の申し出により行われるが、本人と直接担任および顧問が相談し、

話し合った上で認めるかどうかを判断します。話し合い終了後、担任から学校指定の用紙を受け

取り、必要事項を記入し、担任および顧問に直接提出する。 

(６)３年生の活動については、運動部は学校総合体育大会において敗退した時点（地区大会、県大会

など）で活動を終了とする。文化部においては、活動計画によっては夏休み終了または、大会開催

日まで延ばすことがある。また、駅伝大会参加生徒については、大会終了まで通常の活動を行う。 

(７)３年生の部活引退後の参加については、私立高校進学者、公立高校進学者ともに、合格後に顧問

の許可を得てから参加をすることができる。また、体育学科進学者、スポーツ推薦等で進学予定の

者については、学年の先生および顧問の先生の許可を得た場合のみ参加することができる。 

 

３ 設置部活動 

○運動部 

陸上競技部、野球部、サッカー部、卓球部（男女）、バスケットボール部（男女）、 

バレーボール部（女）、剣道部(男女)、ソフトテニス部（男女）、ソフトボール部（女） 

○文化部 

吹奏楽部、美術部、手芸部、理科工作部、文芸部、囲碁将棋部、演劇部 

※運動部において、部はありませんが、柔道や水泳、体操・新体操、硬式テニス等は希望があれば、 

 中体連主催の公式大会に出場することができる。 
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４ 活動について 

(１)放課後の完全下校時刻は、下記の通り。 

4～9月 

10月 

（新人戦終了 

まで） 

10月 

（新人戦終了 

から） 

11月 １２月 1月 2月 3月 

6時 6時 5時 30分 5時 30分 5時 15分 5時 30分 5時４５分 6時 

※R4年度より朝練習は中止している。 

※長期休業中、休業日の完全下校時刻も上記表と同じです。 

(２) 県大会・コンクール等参加の際は３０分延長可とするが、６：００を越えて活動することはでき 

ない。（保護者の同意のもと校長判断となる） 

(３)定期テスト一週間前から部活動の活動を停止する。ただし、大会が近い場合は許可された場合の

み活動をみとめる。校長の承認を得て、保護者にも通知する。 

(４)休日の練習時間については、部活に係る活動方針・練習計画のもと活動を行う。 

※なお、11月 14日県民の日は閉庁日として原則活動は行わないものとする。 

(５)活動中の服装及び更衣について 

 ◇平日 

  ①練習着は学校指定の体育着（ジャージ・半袖・短パン・ハーフパンツ）とする。また、部で 

指定された服装を認めます。ただしそれを、授業や清掃時には着ることはできない。 

  ②部活動終了後の下校は、制服か体育着、部活指定の服装（午後練習がある場合のみ）とする。 

③ウインドブレーカーやベンチコートは、学校の既定に準ずる。 

④サブバッグを持ってくる場合でも、必ず二中バッグは持っていく。 

⑤再登校の場合は、顧問の指示に従って登校する。 

◇休業日 

①服装は平日の学校生活に準じる。 

②エナメルバッグ等での登校を認める。（二中バッグを持ち歩く必要はない。） 

 

５ 長期休業中の活動について 

(１)長期休業日（春季・夏季・冬季）の活動については各部活動の計画に従って活動します。なお、

健康面などに配慮し、休養日（練習がない日）などを入れて活動していく。 

(２)長期休業中の服装などは休業日の活動と同じ扱いとなる。 

 

６ 食事について 
(１)食事は活動場所や教室でとる。強風や雨天の時は、指定された場所で顧問の指示で食事をする。

個人又はグループでの食事は各教室ではできない。（部員の人数が多く活動場所での食事が困難

な場合などは、顧問の指示で指定された場所で食事をすることができる） 

 

(２)部長は、教室で食事した場合は食事終了後、顧問に報告。後片付けをしっかりとし、部員を速や

かに教室から活動場所に移動。（顧問は食事場所が片付いているかを点検し、速やかに活動場所

に移動。） 

(３)昼食は指示があった場合のみ、弁当等を持参する。昼食を買いにでることはできません。また飲 

み物は水筒やスクイズボトルに入れて持ってきます。ペットボトルは顧問の許可を得て持参可能 

です。（熱中症対策等）紙パック・ビン・缶などの飲み物はゴミになるので禁止です。 

(４)食事によって出たゴミは、各自持ち帰ります。（学校では捨てられない。） 
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７ 会計 
 部費を集金している部は会計担当者会議を行う。また、会計監査を行い、年度末に会計報告を 

提出する。 

 

８ 顧問会議及び部長会議 

 学期に 1回以上、必要に応じて顧問会議及び部長会議を行います。 

 

９ その他  

(１)荷物は活動場所まで持っていく。 

(２)教室や玄関には練習終了後には戻らずに下校する。 

(３)自転車は許可された場合のみ認める。ヘルメットの着用（努力義務）と雨天時は、カッパの着用 

が義務付けられている。 

(４)雨天等の校庭の使用については、顧問の指示に従って活動する。 

(５)雨天時で校舎内の練習をするときは指定された場所で行っている。滑りやすいため安全面に 

配慮した練習をする。 

(６)部室の整理整頓に心掛ける。また、部室には練習に使う物（顧問の許可がある物。ただし、 

管理は各自の責任で行う）以外の私物を置くことはできない。 

(７)使用した校庭やコート、体育館のそうじや整備をしっかり行う。 

(８)保護者の差し入れについては、アレルギー対応が心配されることから顧問と連絡を取り、慎重に

判断すること。ただし、休業日であっても生徒同士のお土産等の受け渡しは禁止。 

(９)休業日には原則校舎内には入れない。校庭で活動している部のトイレについては、体育館の横に

あるトイレ、武道場下のトイレを使用する。（休業日及び平日も原則として１階の職員用トイレは

使用できない） 

(１０)これ以外のきまりについては、学校生活のきまりに準ずる。 

 

 
１０ 廃部及び部活動の新設について 
  生徒会規約に準ずる。 
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